
 

 

６平公館第１９８号  

令和７年（２０２５年）２月５日  

 

  中央公民館利用団体各位 

 

中央公民館長 

 

平塚市中央公民館の利用について（通知） 

 

中央公民館は施設全体が老朽化しており、耐震化対策を施していない現施設の運営を継続していく

ことは、市民の安全性を確保することができず危険性が高いと判断し、令和８年１０月１日より休館するこ

とといたしましたので、お知らせします。 

中央公民館を御利用の方々には御迷惑をおかけしますが、御理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

なお、休館後の中央公民館については、平塚市行財政改革計画の中であり方を検討することとしてお

り、未定となります。また、地震の発生や建物の状況によっては、休館の開始時期を早める場合がありま

す。 

 

記 

 

１ 各施設の利用可能期間 

令和８年９月３０日（水）まで 

 

２ 休館期間 

令和８年１０月１日（木）から  ※休館期間は未定 

 

３ 予約受付停止（令和８年１０月１日以降の予約の停止） 

令和８年１０月１日以降の利用に関する予約は順次停止させていただきます。 

令和８年９月３０日までの利用に関する各施設の抽選申込から本予約等までの手続きに変更はあ

りません。 

 

４ その他 

代替施設等の御案内につきましては、別紙「平塚市中央公民館からのお知らせ」を御参照ください。 

 

 

以 上 

 

問合せ先 

社会教育部中央公民館公民館担当 金田 

（０４６３－３４－２１１１） 


